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♦分析手法

仮説①市役所やNPO法人のHPで確認
仮説②・パブリックコメント、議事録の分析

・亀岡市役所・企業スーパーマツモト
NPO法人にヒアリング

仮説③亀岡市役所HPで年表閲覧、ヒアリング

♦研究意義
・地域利害関係者の合意形成には何が必要か
・自治体が同様の条例を制定する際の合意形成

を助けることができる
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♦先行研究・問い
①合意形成・利害関係者の参加の重要性
②信頼関係と計画に対する理解が必要
③問題認識の一つの要因：社会指標の変化

行政と地域利害関係者との間でどのように合意形成がなされたのか

♦背景 レジ袋
21％
ぺットボト
ル14％
飲料缶
11％ポリ袋9％

プラ容器
9％

その他
36％

保津川のごみ

船頭・市民の清掃活動
→レジ袋提供禁止条例

を制定
→マイバッグの持参率
は98％(2021年3月)

♦考察
①条例に関わる地域の象徴的なものの存在

環境の変化を実感・問題認識させ、議論の参
加を促す 亀岡市：この要因が顕著
②早い段階からの地域利害関係者の参加は大事だ
が、彼らの参加度の高い議論の場が必要

地域が一体化できるものと関連した条例を制定

①亀岡市の環境の変化
保津川の環境

変化があったのではない
か？

♦仮説

♦分析結果
①環境の変化

: 清掃活動が条例の動因、保津川の存在
: 保津川のごみ問題は身近、清掃活動の拡大
: 地元の環境問題→協力

②地域利害関係者の参加度合い
段階1:市民説明会 段階2:市長選、企業に聞き取り
段階3:市民説明会 他のプラごみの多さ、ポイ捨て
増加

消費者、サービスの意識改革
段階4:亀岡協議会での議論 (10回弱)
段階5:住民に責任を課さないため実施されていない
③地域利害関係者の参加の早さ
条例の体系を決める計画段階：亀岡協議会での議論
：素案作成後

保津川の自然景
観の変化

住民・NPO

の清掃活動
条例案作成

②地域利害関係者の参
加度合い

⑴情報提供⑵意見聴取⑶形だ
けの応答⑷意味のある応答⑸

パートナーシップ

③地域利害関係者の参
加の早さ

ⅰ作成段階ⅱ計画段階
ⅲ事業段階

①亀岡市の環境の変化
保津川の環境

変化があったのではない
か？

グラフ:亀岡市HP「かめおかプラスチックごみゼロ宣言の背景」より作成
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